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熊熊本本県県のの道道路路にに関関すするるユユニニババーーササルルデデザザイインン      
指指針針策策定定のの概概要要ににつついいてて 

                    平成１７年８月 
                         道路政策課 

 

１．指針策定に至る背景 

平成１４年２月に策定された『くまもとユニバーサルデザイン振興

指針』を踏まえ、同年９月に、『熊本県の道路整備に関する中長期計

画』を策定しており、その中で道路整備の理念として「ユニバーサル

デザイン」を基調とすることとしている。 

 また、道路整備の重点戦略の１つとして「道路に関するユニバーサ

ルデザイン指針」を策定することとしている。これからの道路整備は

人や地域の環境や景観等に配慮することが必要である。 
 このようなことから、本指針を策定するものである。 

 

熊本県の道路整備に関する中長期計画 
 

● 道路整備の理念：ＵＤを基調 
● 道路整備の重点戦略：道路のＵＤ指針を策定

する 
 

熊本県の道路に関する 

ユニバーサルデザイン指針 

県
政
運
営
の
柱
（
Ｐ
Ｓ
，
Ｕ
Ｄ
） 

くまもとユニバーサルデザイン振興指針 
 
●施策の方向性：円滑な移動確保の観点から、国・県・市町

村等道路管理者及び交通事業者の一層の連携を図り、
様々な声に耳を傾けながら２１世紀の道路はいかにあ
るべきかの検討を進める。 

●施策の取り組み 
 ・今後の道路整備・活用等のあり方の検討 
 ・必要な情報などが入手しやすい道路環境整備 
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２．指針策定の経緯 

 指針策定にあたっては、パートナーシップに基づきあらゆる人々か

らの意見・要望等を取り入れることとしており、これまで、県出先機

関や市町村職員等の参加による会議、また県民 4,000 名を対象とし

たアンケート調査などを実施した。 

また、庁内関係各課による指針策定会議や、学識経験者等を交えた

「熊本県の道路に関するユニバーサルデザイン指針（仮称）策定懇談

会」を開催し、指針素案の検討を行った。 

 

（１）指針策定地域推進会議の開催 

県出先機関や市町村職員等で構成し、指針素案のたたき台につい

て、いろいろな観点から意見・要望等を出し合い、意見交換を行う

もの。 

   

（２） 道路のＵＤに関するアンケート調査の実施 

   県内在住の満２０歳以上の男女４，０００名を対象 

 

（３） 指針策定会議の開催 

本庁関係各課・（総）室長を会員とし、意見交換等を行い、指針

素案を検討。 

 

（４） 指針策定懇談会の開催 

学識経験者等や福祉・観光・経済関係団体代表者などで構成さ 

れ、「道路のＵＤ指針策定について助言及び指導を行う」もの 

   この懇談会で出された主な意見としては、 

・ 新規に道路を作る場合ではなく、既存道路をどのように変えて

いくかが問題 

・ 指針に盛り込まれた事を全て実行するには、道路整備における

優先順位付けが必要 

などが出された。 

 

（５） 県政パブリック・コメントの実施 

・６月１７日（金）～７月１５日（金）まで実施 

  ・１５件（９人）の意見等が寄せられた。 
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３． 指針策定における組織体制 

　指針策定懇談会
　【位置づけ】
    指針策定会議開催要領に
　　明記
　【目的】
    多様な県民ニーズに基づく
　　様々な意見の反映
　【委員選定の考え方】
　　・主に本県の過去の懇談会
　　　等で委員の実績のある方
　  ・ＵＤに関して積極的な活動
　　　を行っている方
    ・関連分野の学識経験者等

地域推進会議
　【構成員】
　　各地域振興局、市町村職員
　　等
　【開催状況】
　　５～12月に6回開催
　【参加人員】
　　これまでに延べ約400人

　【成果】

　 出された多種多様な意
    見を素に素案を作成

指針策定会議
　【会員】
　　本庁関係各課・（総）室長

　【審議内容】

　 指針素案の検討
　【幹事会】
   本庁関係各課の担当係長、班
　 長で構成

案を諮る

素案の提出

政策班長、調整、部長会議

パブリック・コメント

指針案の審議

意見

指針策定

県民４，０００人
へのアンケート

(回収率
32.9％）
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４．指針（素案）の概要 

 

（１） 指針の性格と目的 

 

●この指針は、各道路管理者あるいは各種道路事業者が、個々の道

路の利用形態、沿線地域特性、道路利用者数や特徴といった交通

需要特性※等を十分考慮した上で、道路の整備・保全・管理の各

段階において、ＵＤに向けてどのような配慮が必要かをまとめた

ものであり、併せて道路利用者の方々にこのような取組みをお知

らせし、協力をお願いするもの。 

●対象とする道路については、既存の道路構造令及びその他法令・

基準等の範囲内で、本県が整備又は管理する国・県道及び農道・

林道等の各種道路（公園内道路、河川管理道路などを含む）等に

適用するほか、直轄国道や市町村道、さらに企業や民有地内の道

路等に対しても本指針を参考として、ＵＤを推進していただくよ

う各道路管理者等に働きかる。 

 

 

（２） アンケート調査結果 

  

●アンケート調査では、道路に対する満足度や、必要とする道路の

種類・規格等について質問。 

道路の種類

農道

公園内道路
河 川 管 理 道 路

港湾

道路

漁港

道路

林道 

国道

県道 市町

村道

私道

等 
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●調査結果では、交通渋滞や道路（歩道）の幅員狭小・段差等に対

する不満の割合が高い、あるいは「日常生活に身近な道路」や「歩

行者・自転車が安全に通れる道路」を求める割合が高い結果とな

っている。 

 

（３）ＵＤの基本方向 

 

（４）ＵＤの基本姿勢 

①対話によるデザイン 

 

 

 

 

 

②さりげないデザイン 

 

 

 

③追い求めるデザイン 

 

 

 

 

すべての人のためという 

意識づくり（心のＵＤ） 

だれもが暮らしやすく 

豊かなくまもと

まち 

づくり 

もの 

づくり 

情報・ｻｰﾋﾞ

ｽづくり 

～システム的なアプローチ～ 

～柔軟で選択性のある～ 

～徹底した利用者（ユーザー）志向～

～コミュニケーションの重視～ 
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（５）４つの視点 

すべての人に「簡単」、「快適」、「安全」、「柔軟」の視点で取り組

む。 

 

 

 

 

 

（６）道づくりの進め方 

  

●道路を多様な要素で成り立つものとして考え、ＵＤを基調とした「熊本県の道

路整備に関する中長期計画」の基本方針と併せて、多様な要素の中に含まれる

障壁を解消していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくり 

意意識識づづくくりり  

心心ののＵＵＤＤ  

横 断 施 設 整 備

交通結節点改善 

歩行空間形成

車道空間形成 

付属施設整備 

情報・サービス

づくり 

簡単 快適 安全 柔軟 
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●道づくりの進め方については、５つの各段階の中での「ＵＤに向けての配慮事

項」を踏まえながら、多様な要素の形成・連携を図っていく。 

①ニーズ・課題の把握 

②成果目標の設定 

③整備計画・設計 

④施工 

⑤維持管理及び評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●なお、このような考え方に基づき道づくりを進め、全ての道路施設をＵＤに配

慮したものにするためには、新規に道路を整備する場合だけでなく、既存道路

を改良する場合についても、ＵＤへの取り組みを推進する必要があるが、いず

れの場合においても、利用者のニーズや整備効果または社会情勢等を踏まえた

優先順位付けを行い、重点的に事業を実施していくことが不可欠。 

 

 

 

②成果目標 

の設定 

①ニーズ・ 

課 題 の 把 握 

③整備計画 

・設計 

④ 施   工 

⑤維持管理 

及び評価 

連携 県
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
大
学
等
研
究
機
関 

・
交
通
管
理
者
・
公
共
交
通
事
業
者
等

連携 

連携 

連携 

連携 

情報提供

得
ら
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
・
新
た
な
課
題
等
の
蓄
積 

他
の
道
づ
く
り
等 

フィードバック

評価
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（７）道づくりの各段階における取組み方針 

 

〔従来の取組みを強化したもの〕 

 

①パブリック・インボルブメント（ＰＩ）に 

より、計画段階から住民等の意見を反映。 

 

 

 

 

 

②車線、路肩をカラー舗装化することにより、 

 運転者の視認性の向上、歩行者の安全の確保 

 を図る。 

 

 

 

 

③自転車歩行者道での路面表示により通行区  

分を優先分離し、自転車、歩行者の安全 

  及び移動の円滑化を図る。 

 

 

 

 

 ④既存の道路区域内で、歩行者優先の視点から  

車線を減少し、自転車道を新たに設置するな  

ど、有効幅員を確保する。 

 

 

【② 路肩のカラー舗装化】 

【① 国道 325 号 PI 検討委員会の
開催状況】 

【③ 路面表示による通行区分の
優先分離】 

 

【④ 車線減少し自転車道を確保
する社会実験】 
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【⑥ 高速道路料金所のＥＴＣ】

 ⑤歩道を透水性舗装にすることにより、水たまりのできない、歩きやすい歩行空間 

を形成。あわせて、降水が地下に浸透することにより、地下水の保全など環境に 

も配慮。 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑥高度道路交通システム（ＩＴＳ）を活用 

  し、交通渋滞や災害時等の情報提供、高 

速道路の利用促進などを図る。 

 

 

 

 

⑦絵文字（ピクトグラム）を採用することによ 

り、誰にでもわかりやすい案内標識を整備。 

また、歩行者用標識及び観光標識には多言語 

表記を検討し、観光客や外国人などにも配慮 

 

 

⑧ロード・クリーン・ボランティア  

  事業を推進し、ボランティア団体 

  や地域住民などによる道路美化活 

  動を行う。 

 

 

【⑤ 歩道の透水性舗装】 【透水性舗装のイメージ図】 

【⑧ロード・クリーン・ボランティア】

【⑦ 絵文字を活用した案内標識】
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〔新規に取り組むもの〕 

 

⑨保水性舗装、遮熱性舗装の採用を検討し、夏場の舗装路面温度の低下による 

歩行者の快適性を確保し、あわせてヒートアイランド現象を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩1.5 車線的道路整備の導入により、 

  早期効果の発現を促進し、地域が 

  抱える課題に対応する。 

 

 

 

 

 ⑪誘導ブロックにＩＣチップを埋め込 

むことにより、移動の円滑化を促進 

する、自律的移動支援（ユビキタス） 

の取り組みを推進。 

 

 

【遮熱性舗装のイメージ図】 

 

【保 水 性 舗 装 の イ メ ー ジ 図】

【⑪ ユビキタスのイメージ図】 
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⑫道路のＵＤについてのマネジメントシス

テムを構築し、検証できる手法を確立する

ことで、他の事例に反映。 

 

 

 

 

 

５．指針策定後の施策展開 

 

（１）ＵＤ推進研修会の実施 

・ 県出先機関及び市町村職員等を対象とし、指針に基づき、道路のＵＤに向けて

の具体的施策について説明 

（２）ＵＤ推進講演会の実施 

・ 学識経験者等の外部講師の派遣により、道路のＵＤに向けた研究・取り組みな

どについて講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑫ ＵＤ指針策定懇談会の開催状況】
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島
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熊本県ＰＴＡ連合会会長
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